
近
世
・
近
代
の
史
料
に
み
る
近
江
商
人
の
旅
　

桂
　
　
浩
子

は
じ
め
に

　
関
東
や
信
州
、
蝦
夷
地
な
ど
遠
隔
地
に
支
店
を
構
え
た
近
江
商
人
は
、
奉
公
人
が

数
年
間
隔
で
お
こ
な
う
在
所
登
り
を
は
じ
め
、
当
主
の
店
廻
り
な
ど
、
近
江
の
本
宅

と
支
店
間
を
た
び
た
び
行
き
来
し
て
い
た
。

　
こ
う
し
た
旅
は
近
江
商
人
を
構
成
す
る
要
素
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
旅
の
記
録
を
用

い
て
日
野
の
中
井
源
左
衛
門
家
当
主
が
お
こ
な
っ
た
得
意
廻（
１
）りや
、
近
江
八
幡
の
谷

口
兵
左
衛
門
家
の
奉
公
人
の
在
所
登
り
に
か
か
る
費
用
な
ど
が
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に

さ
れ
て
き（
２
）た。

　
本
稿
で
は
滋
賀
県
近
江
八
幡
の
西
川
伝
右
衛
門
家
、
市
田
清
兵
衛
家
、
谷
口
兵
左

衛
門
家
、
彦
根
柳
川
の
柴
谷
家
の
商
家
文
書
か
ら
近
江
商
人
の
旅
の
一
端
を
明
ら
か

に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
第
一
章

　
本
宅
―
支
店
間
の
行
程

　
　
　
第
一
節

　
商
家
と
旅
の
記
録

　
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
商
家
は
蝦
夷
地
へ
渡
り
商
い
を
お
こ
な
っ
た
柳
川
商
人
の
柴

谷
家
や
同
地
で
場
所
請
負
を
つ
と
め
た
八
幡
商
人
の
西
川
伝
右
衛
門
家
、
上
州
高
崎

に
店
を
構
え
た
市
田
清
兵
衛
家
、
奥
州
仙
台
に
支
店
を
置
い
た
谷
口
兵
左
衛
門
家
の

四
家
で
あ（
３
）る。

①
柴
谷
家

　
近
江
国
愛
知
郡
柳
川
村
（
現
彦
根
市
柳
川
町
）
出
身
で
、
寛
永
期
に
松
前
へ
渡
り

文
化
頃
に
は
江
差
へ
移
転
。
木
屋
文
右
衛
門
と
し
て
呉
服
太
物
や
日
用
品
を
商
う
ほ

か
、
蝦
夷
地
の
産
物
を
京
都
や
大
阪
へ
販
売
し
て
い
た
。

　
出
身
地
で
あ
る
柳
川
村
は
田
附
新
助
影
豊
や
建
部
七
郎
右
衛
門
を
鏑
矢
に
蝦
夷
地

へ
の
進
出
者
を
輩
出
し
て
お
り
、
隣
接
す
る
薩
摩
村
の
商
人
ら
と
松
前
に
お
い
て

「
小
中
組
」
と
称
し
、
資
金
の
融
通
や
共
同
経
営
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
ま
た
同
地

に
進
出
し
た
八
幡
商
人
を
く
わ
え
た
「
両
浜
組
」
は
、
松
前
藩
の
貸
付
金
や
御
用
金

を
負
担
す
る
か
わ
り
に
特
典
を
与
え
ら
れ
た
組
織
で
、
柴
谷
家
は
寛
永
か
ら
明
治
に

至
る
ま
で
そ
の
中
堅
に
位
置
し
て
い（
４
）た。

　
柴
谷
家
の
旅
記
録
と
し
て
は
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）「
文
次
郎
初
登
小
遣
帳（
５
）」

が
あ
り
、
天
保
七
年
九
月
七
日
に
松
前
を
出
立
、
翌
月
一
七
日
に
帰
国
し
た
柴
谷
文

次
郎
の
初
登
り
記
録
で
、
宿
賃
や
飲
食
代
な
ど
道
中
の
出
費
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
ほ
か
「
北
陸
道
中
記（
６
）」

は
大
津
か
ら
松
前
に
至
る
ま
で
、
日
本
海
沿
岸
に
沿
っ
た

北
陸
街（
７
）道の

各
宿
場
に
つ
い
て
名
前
や
距
離
、
特
徴
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

〈
史
料
１
〉

上一
鰺
ヶ
澤
江

　
四
八

　
三
里

　
此
間
海
辺
七
里
ノ
間
人
家
ナ
シ

　
十
三
濱
ト
云
ハ
是
ナ
リ
中
飯
モ
濱
中
ニ
テ
喰
水
モ
自
由
ナ
ラ
ス

下一
十
三
江

　
四
八

　
七
里

二
三



　
　
川
ア
リ
大
ワ
タ
シ

　
此
間
馬
次
井
サ
町
脇
本
二
ケ
所
有
登
リ
ハ
小
泊
ヨ
リ（
マ
マ
）

味
ヶ
沢
ヘ
　
ア
イ
タ
イ

　
頼
ヨ
シ
本
道
ハ
岡
道
々
遠
馬
次
數
多
ア
リ
道
ハ
ヨ
シ
濱
辺
ヨ
シ

　
こ
れ
は
津
軽
半
島
に
位
置
す
る
鰺
ヶ
沢
村
（
現
青
森
県
西
津
軽
郡
鰺
ヶ
沢
町
）
と

十
三
村
（
現
青
森
県
北
津
軽
郡
市
浦
村
）
に
つ
い
て
の
記
述
で
、
鰺
ヶ
沢
―
十
三
間

の
海
辺
（
七
里
長
浜
）
に
は
人
家
が
な
く
飲
食
が
不
自
由
す
る
こ
と
、
つ
づ
く
十
三

村
で
は
馬
継
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
ま
た
日
本
海
沿
い
の
街
道
に
は
川
が
多
か
っ

た
よ
う
で
、「
出
口
ニ
大
川
ア
リ
舟
ワ
タ
シ
此
間
六
ケ
シ
キ
川
多
シ
歩
行
人
ハ
馬
タ

ノ
ム
ヘ
シ
」
な
ど
注
意
を
促
す
記
述
も
た
び
た
び
み
ら
れ
た
。
同
様
の
史
料
と
し
て

明
治
一
一
年
（
一
八
七
八
）「
東
海
道
行
程
并
渡
海
写（
８
）」

が
あ
り
、
奥
州
街
道
や
東

海
道
な
ど
諸
街
道
の
宿
場
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
奥
州
松
島
で
は
「
嶌
々
絶
景

筆
端
ニ
不
及
シ
ホ
ガ
マ
ヘ
舟
ニ
テ
行
岡
道
モ
有
レ
ト
舟
路
ノ
景
色
尤
ヨ
シ
」
と
し
、

東
海
道
府
中
宿
で
も
「
此
所
ニ
冨
士
浅
間
社
有
阿
倍
川
歩
渡
シ
名
物
ノ
餅
ア
リ
五
文

取
ト
云
價
程
ノ
美
味
ナ
シ
」
と
す
る
な
ど
、「
北
陸
道
中
記
」
に
く
ら
べ
所
感
が
多

い
の
が
特
徴
で
あ（
９
）る。

　
さ
ら
に
柴
谷
文
書
に
は
「
三
都
講
定
宿
判
取
帳
）
10
（

」
や
、「
千
島
講
人
馬
駄
賃
帳
）
11
（

」

な
ど
近
世
に
興
っ
た
講
に
関
す
る
史
料
も
の
こ
さ
れ
て
い
る
。「
三
都
講
）
12
（

」
は
天
保

元
年
（
一
八
三
〇
）に
大
阪
の
河
内
屋
庄
右
衛
門
を
講
元
と
し
た
旅
館
同
盟
で
、「
三

都
講
定
宿
判
取
帳
」
に
は
江
戸
日
本
橋
か
ら
伊
勢
ま
で
各
宿
場
で
講
に
加
入
し
た

旅
宿
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。「
千
島
講
）
13
（

」
は
敦
賀
の
廻
船
問
屋
仲
間
が
蝦
夷
・
松

前
・
江
差
の
廻
船
問
屋
仲
間
を
講
元
に
含
め
て
興
し
た
団
体
で
、「
千
島
講
人
馬
駄

賃
帳
」
に
は
津
軽
半
島
の
小
泊
か
ら
十
三
、
鰺
ヶ
沢
、
深
浦
ま
で
の
駄
賃
が
記
さ

れ
て
い
た
。

②
西
川
伝
右
衛
門
家

　
柴
谷
家
と
同
じ
く
蝦
夷
地
に
進
出
し
た
商
家
で
、
初
代
伝
右
衛
門
昌
隆
が
慶
安
三

年
（
一
六
五
〇
）
に
松
前
へ
渡
り
、
福
山
小
松
前
町
に
住
吉
屋
伝
右
衛
門
と
し
て
店

を
開
い
た
。
同
地
で
呉
服
太
物
を
商
い
、
後
年
は
忍
路
・
高
島
な
ど
で
場
所
請
負
を

お
こ
な
う
ほ
か
、肥
料
販
売
会
社
や
缶
詰
工
場
の
設
立
な
ど
様
々
な
事
業
も
営
ん
だ
。

松
前
に
進
出
し
た
近
江
商
人
が
組
織
し
た
「
両
浜
組
」
に
は
岡
田
彌
三
右
衛
門
な
ど

他
の
八
幡
商
人
と
と
も
に
名
を
連
ね
て
い
る
。

　
西
川
伝
右
衛
門
家
文
書
に
は
九
代
伝
右
衛
門
昌
武
（
天
保
四
年
〜
文
久
二
年
）
や

一
〇
代
西
川
貞
二
郎
（
安
政
五
年
〜
大
正
一
三
年
）の
旅
記
録
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
。

九
代
伝
右
衛
門
の
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
の
松
前
下
り
の
記
録
「
松
前
下
り
御
旦

那
様
友
治
郎
駒
吉
五
兵
衛
荷
持
善
兵
衛
都
合
五
人
道
中
諸
式
入
用
扣
）
14
（

」
は
八
幡
を
出

立
し
敦
賀
あ
た
り
で
記
録
が
途
切
れ
て
い
る
が
、
同
年
一
〇
月
の
八
幡
登
り
の
記
録

「
道
中
諸
入
用
覚
帳
）
15
（

」
で
は
松
前
か
ら
八
幡
に
至
る
ま
で
宿
泊
地
や
駕
籠
、
伝
馬
の

利
用
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
史
料
に
は
「
松
前
下
向
餞
別
之
帳
）
16
（

」
や

「
松
前
登
土
産
配
記
）
17
（

」
が
合
綴
さ
れ
、
旅
の
前
後
の
動
き
に
つ
い
て
も
知
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
こ
の
ほ
か
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）「
松
前
初
下
り
餞
別
土
産
物
扣
）
18
（

」
や
明
治
四

年
（
一
八
七
一
）「
松
前
屋
初
下
り
餞
別
土
産
物
扣
）
19
（

」、明
治
九
年
（
一
八
七
六
）「
貞

二
郎
弐
番
店
下
り
餞
別
到
来
記
）
20
（

」
な
ど
餞
別
や
土
産
配
り
の
記
録
も
み
ら
れ
た
。

③
市
田
清
兵
衛
家

　
初
代
は
近
江
八
幡
新
町
で
小
間
物
商
を
営
み
、
嫡
男
で
あ
る
二
代
、
続
く
三
代
清

兵
衛
が
美
濃
・
信
州
方
面
へ
の
行
商
を
お
こ
な
っ
た
。
支
店
を
構
え
た
の
は
宝
永
四

年
（
一
七
〇
七
）
の
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
行
商
の
拠
点
と
し
て
い
た
中
山
道
の
安
中

（
現
群
馬
県
安
中
市
）
か
ら
高
崎
（
現
群
馬
県
高
崎
市
）
へ
移
り
麻
屋
と
称
し
て
木

滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要

　
第
五
十
号

二
四



綿
太
物
の
売
買
に
携
わ
っ
た
。
後
年
、
質
物
や
瀬
戸
物
、
絹
や
麻
、
鉄
鋼
な
ど
幅
広

い
商
品
を
扱
っ
た
が
、
明
治
に
入
り
質
方
が
一
時
休
業
状
態
に
陥
る
な
ど
し
、
明
治

八
年
に
は
店
制
改
革
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

　
旅
の
記
録
と
し
て
は
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
の
「
道
中
諸
入
用
控
）
21
（

」
や
「
日

誌
）
22
（

」、「
旅
費
仕
訳
帳
）
23
（

」
が
あ
げ
ら
れ
る
。「
道
中
諸
入
用
控
」
は
市
田
屋
喜
助
の
八

幡
登
り
の
費
用
記
録
で
、
宿
泊
地
や
駕
籠
、
伝
馬
の
利
用
区
間
に
つ
い
て
も
記
さ
れ

て
い
る
。
同
年
の
「
日
誌
」
は
一
二
代
清
兵
衛
（
直
方
）
の
も
の
で
、
六
月
に
は
高

崎
下
り
、
一
〇
月
に
は
八
幡
登
り
に
つ
い
て
の
記
述
も
み
ら
れ
）
24
（た
。
ま
た
「
旅
費
仕

訳
帳
」
は
八
幡
登
り
の
記
録
で
、
高
崎
―
東
京
間
で
馬
車
、
東
京
―
神
奈
川
間
で
汽

車
を
利
用
し
て
い
る
。
史
料
に
年
号
は
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
当
主
を
は
じ
め

奉
公
人
の
移
動
を
記
し
た
明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）「
交
代
録
）
25
（

」
に
よ
る
と
一
二

代
清
兵
衛
が
明
治
一
一
年
三
月
に
八
幡
登
り
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
史
料
の
日
付
と

も
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
明
治
一
一
年
の
記
録
と
み
て
よ
い
だ
ろ
）
26
（う
。

④
谷
口
兵
左
衛
門
家

　
宝
暦
年
間
（
一
七
五
一
〜
六
三
）
仙
台
に
支
店
を
置
い
た
八
幡
商
人
で
、
大
黒
屋

と
称
し
て
綿
古
着
を
扱
い
、
同
地
で
は
日
野
商
人
中
井
源
左
衛
門
と
軒
を
並
べ
営
業

を
し
て
い
）
27
（た
。
弘
化
年
間
に
は
大
阪
支
店
を
設
け
綿
古
着
や
呉
服
、
砂
糖
な
ど
を
取

り
扱
っ
て
い
た
が
、
明
治
期
に
は
仙
台
・
大
阪
と
も
店
を
閉
め
て
い
る
。
西
川
伝
右

衛
門
家
、
市
田
清
兵
衛
家
に
く
ら
べ
代
々
の
当
主
や
商
家
の
実
態
に
つ
い
て
の
史
料

が
少
な
く
、
不
明
な
点
も
多
い
。

　
谷
口
家
の
旅
記
録
は
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
年
の
仙
台
下
り
を
記
し
た
「
羈

旅
国
誌
）
28
（

」
や
明
治
一
七
年
（
一
八
八
四
）
の
「
道
中
手
控
）
29
（

」
の
み
で
あ
っ
た
。
し

か
し
な
が
ら
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）「
出
信
小
遣
帳
）
30
（

」
の
裏
紙
に
は
安
政
五
年

（
一
八
五
八
）
の
仙
台
下
り
や
安
政
七
年
（
一
八
六
〇
）
の
八
幡
登
り
の
記
録
が
使

わ
れ
て
お
り
、
横
帳
を
分
解
し
再
利
用
し
て
い
る
こ
と
も
う
か
が
え
た
。

　
こ
の
ほ
か
餞
別
や
土
産
配
り
の
記
録
は
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）「
寅
吉
初
下
初

登
諸
式
書
付
）
31
（

」
や
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）「
土
産
物
払
之
覚
）
32
（

」、
明
治
一
一
年
「
延

治
郎
下
仙
餞
別
控
）
33
（

」
な
ど
が
み
ら
れ
た
。

　
第
二
節
で
は
こ
れ
ら
の
商
家
史
料
を
も
と
に
蝦
夷
地
や
仙
台
、
高
崎
な
ど
各
支
店

へ
の
行
程
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
日
程
や
旅
宿
を
比
較
す
る
。

　
　
第
二
節
　
近
江
―
松
前
間
の
行
程

　
松
前
に
進
出
し
た
近
江
商
人
は
敦
賀
か
ら
船
で
蝦
夷
地
へ
渡
っ
た
と
さ
れ
て
い

る
。
今
回
、
柴
谷
文
書
や
西
川
伝
右
衛
門
家
文
書
に
船
旅
を
記
し
た
史
料
は
み
ら
れ

な
か
っ
た
が
、
安
政
六
年
に
九
代
西
川
伝
右
衛
門
が
松
前
下
り
を
し
た
際
の
餞
別
に

「
海
上
安
全
御
祓
様
」
が
贈
ら
）
34
（れ
、
ま
た
松
前
か
ら
本
宅
へ
宛
て
た
書
状
に
は
敦
賀

か
ら
出
帆
後
、
津
軽
半
島
の
深
浦
港
で
風
待
ち
を
し
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
松
前
へ

は
船
便
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
）
35
（る

。

　
西
川
伝
右
衛
門
家
の
安
政
六
年
「
道
中
諸
入
用
覚
帳
」
と
柴
谷
家
の
天
保
七
年

「
文
次
郎
初
登
小
遣
帳
」
は
蝦
夷
地
か
ら
近
江
を
目
指
し
た
旅
の
記
録
で
、
そ
の
行

程
を
あ
ら
わ
し
た
の
が
図
１
で
あ
る
。

　
安
政
六
年
一
〇
月
に
九
代
西
川
伝
右
衛
門
が
お
こ
な
っ
た
八
幡
登
り
で
は
当
主
に

く
わ
え
茂
八
、
留
之
助
、
良
蔵
の
三
名
が
同
行
し
て
い
た
。
一
三
日
に
松
前
を
出

立
、
津
軽
半
島
の
蓬
田
へ
船
で
渡
り
、
さ
ら
に
引
船
で
内
真
部
へ
移
っ
た
あ
と
奥
州

街
道
を
南
下
。
一
一
月
九
日
か
ら
お
よ
そ
七
日
間
江
戸
に
滞
在
し
て
い
る
。
江
戸
で

の
逗
留
先
は
「
苅
豆
屋
」
と
あ
り
日
本
橋
馬
喰
町
の
旅
宿
苅
豆
屋
茂
右
衛
門
と
推
測

さ
れ
）
36
（る
。
滞
在
中
は
「
見
物
之
節
五
人
前
」
や
「
キ
ヤ
マ
ン
サ
カ
ツ
キ
十
五

　
旦
那

様
茂
八
良
蔵
」
な
ど
、
見
物
の
ほ
か
土
産
を
買
い
求
め
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
な
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お
五
人
前
と
あ
る
の
は
当
主
と
同
行
者
三
名
に
江
戸
見
物
の
案
内
人
を
あ
わ
せ
た
も

の
で
あ
ろ
）
37
（う

。
一
一
月
一
六
日
か
ら
再
開
し
た
旅
で
は
東
海
道
を
通
り
、
尾
張
の
鳴

海
宿
か
ら
美
濃
路
経
由
で
中
山
道
に
入
っ
た
後
一
一
月
二
七
日
に
帰
幡
し
て
い
る
。

　
同
史
料
で
は
「
七
ノ
戸
ゟ
藤
し
ま
迄
馬
二
疋
」
な
ど
伝
馬
の
利
用
が
た
び
た
び
み

ら
れ
、
奥
州
街
道
で
は
お
よ
そ
半
分
の
区
間
で
馬
を
使
っ
て
い
た
。
東
海
道
で
は
藤

枝
宿
―
島
田
宿
、
吉
田
宿
―
御
油
宿
、
鳴
海
宿
―
清
州
宿
間
で
馬
を
利
用
し
、
油
井

宿
―
沖
津
宿
、
岡
崎
宿
―
池
鯉
鮒
宿
、
中
山
道
関
ヶ
原
宿
―
醒
ヶ
井
宿
間
で
は
駕
籠

に
乗
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
盛
岡
か
ら
江
戸
ま
で
は
人
足
を
三
人
雇
い
、
東
海
道
見

附
宿
―
舞
阪
宿
、
新
井
宿
―
白
須
賀
宿
、
中
山
道
関
ヶ
原
宿
―
醒
ヶ
井
宿
、
鳥
居
本

宿
―
近
江
八
幡
間
で
も
人
足
一
人
を
頼
ん
で
い
る
。
ま
た
道
中
で
は
奥
州
街
道
の
花

巻
宿
、
日
光
街
道
の
中
田
宿
で
川
船
を
利
用
す
る
ほ
か
東
海
道
の
大
井
川
は
「
台
越

し
」、天
龍
川
は
「
船
渡
し
」で
あ
っ
た
。
な
お
安
倍
川
に
つ
い
て
は
「
川
越
料
渡
し
」

と
あ
る
の
み
で
、
渡
河
方
法
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
記
録
で
は
一
部
日
付
の
重
複
が

み
ら
れ
た
も
の
の
日
々
一
定
の
距
離
を
か
さ
ね
て
お
り
、
大
川
で
川
留
め
に
遭
う
こ

と
も
な
く
順
調
な
旅
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
次
に
柴
谷
家
の
記
録
で
は
天
保
七
年
九
月
七
日
に
江
差
を
出
立
、
一
六
日
に
は
松

前
城
下
か
ら
津
軽
半
島
小
泊
ま
で
船
で
渡
り
、
日
本
海
に
沿
っ
て
南
下
、
北
陸
街
道
、

善
光
寺
街
道
を
通
り
中
山
道
を
経
て
一
〇
月
一
七
日
に
帰
国
し
て
い
る
。
史
料
に
は

文
次
郎
と
あ
る
の
み
で
同
道
者
は
不
明
、
さ
ら
に
記
述
の
な
い
空
白
期
間
も
あ
っ
た

が
、
前
後
の
地
名
か
ら
越
前
の
今
町
（
現
新
潟
県
上
越
市
直
江
津
）
を
経
由
し
、
善

光
寺
街
道
に
入
っ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
柴
谷
家
も
西
川
伝
右
衛
門
家
と
同
様
に
伝
馬
を
利
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
区
間
は

図
１
に
見
る
よ
う
に
分
断
気
味
で
あ
る
。
こ
れ
は
道
中
の
川
を
た
び
た
び
渡
っ
て
い

た
た
め
で
、
日
本
海
沿
岸
だ
け
で
も
「
十
三
川
渡
船
」、「
能
代
川
渡
代
」、「
本
庄
渡

し
賃
」、「
苅
田
川
越
せ
ん
」、「
久
保
田
川
渡
せ
ん
」、「
吹
浦
渡
せ
ん
」、「
酒
田
川
渡

せ
ん
」、「
村
上
川
渡
ち
ん
」、「
桃
嵜
渡
し
せ
ん
」
な
ど
多
数
の
川
越
の
記
録
が
あ
る
。

さ
ら
に
善
光
寺
丹
波
嶋
で
犀
川
、
中
山
道
太
田
宿
で
太
田
川
を
渡
る
ほ
か
、
木
曽
川

を
川
船
で
笠
松
宿
ま
で
下
っ
て
い
る
。
な
お
津
軽
十
三
か
ら
越
前
今
町
ま
で
の
河
川

に
つ
い
て
は
「
北
陸
道
中
記
」
に
も
「
川
ア
リ
大
ワ
タ
シ
」
あ
る
い
は
「
砂
川
多
シ

水
ナ
ク
テ
モ
足
入
ス
用
心
ス
ヘ
シ
」
と
し
て
注
意
が
促
さ
れ
て
い
る
。

　
西
川
伝
右
衛
門
家
、
柴
谷
家
の
旅
記
録
に
は
宿
場
名
の
み
が
記
さ
れ
、
唯
一
旅
宿

と
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
九
代
西
川
伝
右
衛
門
が
江
戸
で
逗
留
し
た
日
本
橋
馬

喰
町
の
苅
豆
屋
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
柴
谷
文
書
の
「
東
海
道
行
程
并
渡

海
写
」
で
は
松
前
―
東
京
間
、
東
京
―
日
光
間
の
項
で
「
東
都
」
と
し
て
「
宿
馬
喰

丁
一
丁
目
苅
豆
屋
茂
右
エ
門
」
と
あ
り
、
柴
谷
家
で
も
苅
豆
屋
を
利
用
し
て
い
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。

　
　
第
三
節

　
近
江
―
高
崎
間
の
行
程

　
上
州
高
崎
に
店
を
構
え
た
市
田
清
兵
衛
家
に
は
明
治
三
年
六
月
の
市
田
屋
喜
助
の

八
幡
登
り
、
一
二
代
清
兵
衛
（
直
方
）
の
「
日
誌
」
に
記
さ
れ
た
同
年
六
月
の
高
崎

下
り
と
一
〇
月
の
八
幡
登
り
、
さ
ら
に
一
二
代
が
明
治
一
一
年
に
お
こ
な
っ
た
八
幡

登
り
の
記
録
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
。
三
件
の
八
幡
登
り
の
行
程
を
あ
ら
わ
し
た
の
が

図
２
、各
旅
の
行
程
と
宿
泊
地
を
ま
と
め
た
の
が
表
１
で
あ
る
。明
治
一
一
年
の
「
旅

費
仕
訳
帳
」
を
の
ぞ
き
近
江
―
高
崎
間
は
中
山
道
を
通
っ
て
お
り
、
そ
の
旅
程
は
お

よ
そ
一
〇
日
で
あ
っ
た
。
記
録
に
み
ら
れ
た
旅
宿
の
う
ち
明
治
三
年
の
喜
助
、
一
二

代
清
兵
衛
に
共
通
し
て
み
ら
れ
た
の
は
中
山
道
望
月
宿
の
内
田
屋
と
加
納
宿
杉
本
屋

で
あ
っ
た
。
ま
た
一
〇
月
の
八
幡
登
り
の
益
田
屋
は
前
後
の
宿
場
か
ら
福
島
宿
の
益

田
屋
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
旅
宿
の
い
く
つ
か
は
「
浪
花
講
」
や
「
真
誠
講
」
に
掲

滋
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図１　松前̶近江八幡間の行程

（注）日付は原文ママ。「柴谷文書」備忘録7 天保7年「文次郎初登小遣帳」、「西川伝右衛門家文書」1720-1 安
政6年「道中諸入用覚帳」より作成。
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載
さ
れ
て
お
り
、
講
に
加
入
し
た
旅
宿
に
泊
っ
て
い
た
こ
と
も
う
か
が
え
た
。

　
明
治
三
年
市
田
屋
喜
助
の
記
録
で
は
「
六
月
五
日
出
立
大
雨
ふ
り
」
と
悪
天
候
の

な
か
高
崎
を
発
ち
坂
本
宿
で
宿
泊
。
続
く
六
日
も
「
大
雨
ふ
り
親
少
々
気
分
悪
敷
」

と
し
て
同
宿
に
逗
留
し
て
い
る
。
以
後
は
順
調
に
中
山
道
を
た
ど
り
、
諏
訪
宿
―
塩

尻
宿
、
妻
籠
宿
―
馬
籠
宿
、
大
井
宿
―
大
久
手
宿
間
で
伝
馬
を
利
用
し
、
一
五
日
に

近
江
八
幡
へ
帰
着
し
て
い
る
。

　
喜
助
が
八
幡
へ
戻
っ
て
か
ら
五
日
後
に
は
一
二
代
清
兵
衛
が
高
崎
へ
旅
立
っ
て
お

り
、「
日
誌
」
に
は
六
月
二
〇
日
に
八
幡
を
出
発
、
七
月
一
日
に
高
崎
へ
到
着
す
る

ま
で
の
一
一
日
間
の
天
気
や
出
立
・
到
着
時
刻
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。こ
の
「
日
誌
」

で
は
道
中
の
出
来
事
に
つ
い
て
も
細
か
く
記
し
て
お
り
、
六
月
二
二
日
に
は
次
の
よ

う
な
記
述
も
み
ら
れ
た
。

〈
史
料
２
〉

廿
二
日
丁
巳

　
　
　
御
天
気
六
ツ
時
發
足
新
加
納
ニ
而
休
足
頼
浪
宿
ニ
而
昼
飯

合
渡
リ
休
足
坂
本
屋
休
足
六
ツ
時
半
御
嶽
宿
茶
屋
泊
リ
夜
分
ニ
按
摩
貰
日
野
西

村
連
中
八
人
之
処
壱
人
中
村
前
道
ニ
而（
マ
マ
）土ニ

行
違
候
節
ツ
き
當
リ
ニ
附
済
方
大

キ
ニ
六
ツ
ケ
鋪
趣
也

　
中
山
道
御
嵩
宿
に
宿
泊
し
た
際
、
八
人
連
れ
の
日
野
商
人
の
う
ち
一
人
が
侍
に
ぶ

つ
か
り
、
謝
っ
て
も
な
か
な
か
許
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
日
野

商
人
た
ち
は
清
兵
衛
と
同
じ
行
程
を
た
ど
っ
て
い
た
よ
う
で
、
二
七
日
に
は
「
六

ツ
時
前
ニ
諏
訪
宿
ヘ
着
早
泊
リ
御
座
候
得
共
峠
日
野
連
中
泊
リ
ニ
相
成
宿
六
ツ
ケ

鋪
察
入
候
」
と
あ
る
。
記
述
に
あ
る
峠
は
諏
訪
宿
と
和
田
宿
の
間
に
あ
る
和
田
峠

（
一
五
六
〇
メ
ー
ト
ル
）
の
こ
と
で
、
宿
場
間
が
五
里
半
弱
と
長
い
こ
と
も
あ
り
、

図２　高崎̶近江八幡間の行程

（注）日付は原文ママ。「市田清兵衛家文書」家109 明治3年「日誌」、商業24「道中諸入用控」、商業43「旅費仕訳帳」
より作成。
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明治3年　6月5～15日 明治3年6月20日～7月1日 明治3年10月27日～11月8日 明治11年3月18日～27日
市田屋喜助 市田清兵衛（直方） 市田清兵衛（直方） 市田清兵衛（直方）

5日 坂本宿 山仁屋 20日 西之屋 27日 坂本宿 中村屋 18日

6日 坂本宿　 山仁屋 21日 加納屋 杉本屋 28日 塩名田宿 大阪屋 19日 神奈川宿 大米屋

7日 望月宿　 内田屋 22日 御嵩宿 茶屋 29日 久兵衛 20日 湯本宿 福住

8日 下諏訪宿 柳屋 23日 大井宿 菱屋 11月
1日 本山宿 長谷屋 21日 蒲原宿 谷屋

9日 奈良井宿 徳利屋 24日 三留野宿 近江屋 2日 益田屋 22日 倉沢宿
10日 須原宿 柏屋 25日 福島宿 益田屋 3日 野尻宿 三文字屋 23日

11日 大井宿 甚之や 26日 贄川宿 4日 中津川宿 塩屋 24日 浜松宿 大米屋

12日 太田宿　 磯谷 27日 諏訪宿 柳屋 5日 御嵩宿 薬屋 24日 藤川宿 大和屋
13日 美江寺宿 千年屋 28日 望月宿 内田屋 加納宿 杉本屋 25日 宮宿 諸橋屋
14日 醒ヶ井宿 瓢箪屋 29日 軽井沢宿 井屋 7日 柏原宿 塩屋 26日 関ヶ原宿 若松屋

表１　市田清兵衛家の旅記録にみる宿泊地と旅宿

（注） 「市田清兵衛家文書」商業24「道中諸入用控」、家109「日誌」より作成。諸講加盟の旅宿については「柴谷文書」
交通1「三都講定宿判取帳」、明治初年「浪花講」、明治6年「改正浪花講」、明治10年「真誠講」、明治14年「一新講
社」、明治26年「改正真誠講社」（いずれも『道中記集成　第44巻』所収）、『復刻　東講商人鑑』を参照した。

明治5年4月19日～5月6日 明治5年8月16日～9月14日

19日 醒ヶ井宿 瓢箪屋 16日～18日

20日 加納宿 杉本屋 19日 郡山宿 川崎屋

21日 御嵩宿 20日 白川宿 尾上平兵衛

22日 中津川宿 21日 大田原 川端屋

23日 須原宿　 柏屋 22日～23日

24日 奈良井宿 徳利屋 24日～9月2日 東京 木屋伝次郎

25日 下諏訪宿 3日～4日

26日 望月宿　 内田屋 9月5日 安中宿 金井

27日 坂本宿　 山与 6日

28日 倉賀野宿 須賀 7日 東餅屋 木曽屋

29日 古河宿 太田屋 8日 贄川宿 柏屋

30日 宇都宮 手塚五郎 9日 須原宿 柏屋

5月1日 大田原宿 川端 10日 中津川宿 田丸屋

2日 白川宿 尾上屋 11日 御嵩宿 茶屋

3日 郡山宿 麻屋 12日 加納宿 杉本屋

４日 福島宿 竹多屋 13 日 番場宿 菓子屋

５日 宮宿 佐渡屋 諸講加盟の旅宿

表２　谷口家の旅記録にみる宿泊地と旅宿

（注） 「谷口家文書」覚書10「羈旅国誌」より作成。諸講加盟の旅宿については明治初
年「浪花講」、明治10年「真誠講」、明治14年「一新講社」（いずれも『道中記集成　
第44巻』所収）、『復刻　東講商人鑑』、『諸国道中商人鑑』を参照した。  
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峠
を
は
さ
み
和
田
側
に
東
餅
屋
、
諏
訪
側
に
西
餅
屋
と
そ
れ
ぞ
れ
茶
屋
が
置
か
れ
て

い
）
38
（た

。
お
そ
ら
く
こ
の
西
餅
屋
に
日
野
商
人
た
ち
が
泊
っ
て
い
た
た
め
、
さ
ら
に
手

前
の
諏
訪
宿
に
早
泊
り
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。ま
た
道
中
で
は
「
足
痛
ニ
附
駕
之
乗
」

と
す
る
記
述
が
数
ヶ
所
で
み
ら
れ
た
ほ
か
、
中
山
道
追
分
宿
―
軽
井
沢
宿
間
で
馬
を

利
用
し
て
い
た
。

　「
日
誌
」
に
記
さ
れ
た
一
〇
月
の
八
幡
登
り
は
二
七
日
に
出
立
、
中
山
道
を
通
り

一
一
月
八
日
に
帰
幡
し
て
い
る
。
宿
泊
先
は
「
御
嶽
宿
茶
屋
」や
「
福
し
ま
益
田
屋
」

と
い
っ
た
旅
宿
に
く
わ
え
「
久
兵
衛
」
と
だ
け
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
取
引
先
の

家
へ
宿
泊
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
軽
井
沢
宿
―
追
分
宿
、
さ
ら
に
長
久
保
宿
ま
で
は

帰
り
馬
を
利
用
し
て
い
る
。
諏
訪
宿
―
塩
尻
宿
間
で
駕
籠
に
乗
る
ほ
か
須
原
宿
―

妻
籠
宿
―
馬
籠
宿
―
中
津
川
宿
で
も
駕
籠
に
乗
っ
て
い
る
が
「
雪
中
ニ
而
寒
サ
甚
々

鋪
」と
山
間
の
寒
さ
が
堪
え
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
中
山
道
の
奈
良
井
宿
―
薮
原
宿
、

中
津
川
宿
―
大
久
手
宿
、
太
田
宿
で
は
人
足
を
雇
っ
て
い
た
。
記
録
に
は
「
馬
ニ
荷

附
ス
」
と
あ
る
ほ
か
、
六
月
の
高
崎
下
り
に
く
ら
べ
馬
の
利
用
頻
度
も
高
い
こ
と
か

ら
、
帰
幡
時
の
荷
物
の
多
さ
も
う
か
が
え
る
。

　
明
治
一
一
年
の
「
旅
費
仕
訳
帳
」
は
高
崎
か
ら
東
京
へ
出
た
後
東
海
道
を
通
っ

て
い
る
。
記
録
の
末
尾
に
は
「
主
人
買
物
別
入
賃
」
や
「
弥
兵
衛
買
物
別
口
」
と
項

目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
二
代
清
兵
衛
と
弥
兵
衛
の
二
人
旅
と
推
測
さ

れ
）
39
（る
。
行
程
は
三
月
一
八
日
に
高
崎
を
出
発
し
東
京
ま
で
は
馬
車
、
東
京
―
神
奈

川
間
は
汽
車
、
さ
ら
に
道
中
で
は
た
び
た
び
「
人
力
」
と
し
て
人
力
車
を
利
用
し
、

二
七
日
に
八
幡
へ
到
着
し
て
い
る
。
記
録
に
あ
る
馬
車
は
高
崎
―
東
京
間
で
運
行
し

た
中
山
道
郵
便
馬
車
会
社
の
こ
と
で
、
明
治
一
一
年
の
『
懐
中
東
京
案
内
』
に
よ
る

と
高
崎
か
ら
は
午
前
四
時
と
午
後
七
時
の
一
日
二
便
で
、
東
京
ま
で
の
運
賃
は
一
人

あ
た
り
一
円
四
〇
銭
で
あ
っ
）
40
（た
。市
田
家
の
記
録
に
乗
車
時
刻
は
記
さ
れ
て
な
い
が
、

明
治
五
年
の
創
業
当
時
は
午
前
六
時
に
高
崎
を
出
立
、
東
京
到
着
は
午
後
六
時
と
お

よ
そ
一
二
時
間
。
整
備
さ
れ
て
い
な
い
道
を
馬
車
で
走
る
こ
と
も
あ
り
到
着
が
数
時

間
遅
れ
る
こ
と
も
ま
ま
あ
っ
た
と
さ
れ
）
41
（る
。
ま
た
「
旅
費
仕
訳
帳
」
に
記
さ
れ
た
東

京
―
神
奈
川
間
の
汽
車
賃
は
二
人
で
五
〇
銭
、
東
海
道
で
利
用
し
た
人
力
車
に
つ
い

て
は
豊
川
―
御
油
間
で
一
二
銭
、
名
古
屋
―
駒
塚
間
七
五
銭
な
ど
と
明
記
さ
れ
た
個

所
も
あ
っ
た
が
、
多
く
は
「
か
ん
原
迄
人
力
」、「
藤
枝
迄
人
力
」
と
区
間
に
つ
い
て

記
述
が
な
く
、
個
別
の
料
金
比
較
は
し
難
い
状
況
で
あ
っ
た
。
な
お
安
倍
川
を
は
じ

め
東
海
道
の
大
川
に
つ
い
て
は
「
ふ
じ
川
わ
た
し
」
と
あ
る
ほ
か
、
大
井
川
は
「
川

橋
」、
天
龍
川
は
「
移
し
ち
ん
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。

　
明
治
一
一
年
「
旅
費
仕
訳
帳
」
の
八
幡
登
り
の
日
数
は
九
日
間
。
先
述
し
た
明
治

三
年
の
中
山
道
経
由
の
八
幡
登
り
と
日
数
は
大
き
く
変
わ
ら
な
い
。し
か
し
な
が
ら
、

中
山
道
を
徒
歩
や
駕
籠
で
進
む
よ
り
、
高
い
運
賃
を
支
払
っ
て
も
馬
車
や
汽
車
を
利

用
す
る
方
が
身
体
的
負
担
は
軽
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　
な
お
市
田
清
兵
衛
家
の
「
支
配
人
員
交
代
録

　
市
田
本
店
備
本
）
42
（

」
で
は
明
治
期
に

お
け
る
当
主
や
奉
公
人
の
本
宅
―
支
店
間
の
経
路
に
つ
い
て
記
し
て
お
り
、「
明
治

十
五
年
二
月
十
二
日
上
路
東
海
道
ヲ
取
リ
神
奈
川
ニ
立
寄
横
濱
ヨ
リ
汽
船
而
四
日
市

上
陸
」
や
「
仝
十
八
年
酉
二
月
廿
七
日
支
店
発
足
横
浜
ヨ
リ
汽
船
ニ
テ
上
区
國
ス
」

な
ど
、
横
浜
―
四
日
市
間
で
汽
船
の
利
用
が
う
か
が
え
た
。
ま
た
「
明
治
二
十
二
年

六
月
廿
九
日
本
店
ヘ
登
ル
路
東
海
道
気
車
七
月
一
日
本
店
着
」
と
明
治
一
一
年
の
行

程
に
く
ら
べ
日
数
の
短
縮
も
み
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
「
仝
二
十
年
六
月
廿
五
日

本
店
発
名
古
屋
回
中
山
道
下
向
着
店
」
と
あ
る
よ
う
に
明
治
中
頃
で
も
中
山
道
経
由

で
高
崎
支
店
へ
向
か
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
経
路
の
選
択
、
決
定
者
に
つ
い
て
は
史

料
に
も
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
疑
問
が
の
こ
る
。

滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要

　
第
五
十
号
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〇



　
　
第
四
節
　
近
江
―
仙
台
間
の
行
程

　
谷
口
家
の
明
治
五
年
「
羈
旅
国
誌
」
は
仙
台
下
り
の
記
録
で
、
当
主
で
あ
る
谷
口

兵
左
衛
門
に
僕
の
駒
吉
、
別
家
の
青
山
仁
兵
衛
、
手
代
三
名
を
く
わ
え
た
六
人
の
旅

で
あ
っ
た
。
形
式
は
先
述
し
た
一
二
代
市
田
清
兵
衛
の
「
日
誌
」
に
近
く
、
日
付
や

天
候
、
出
立
・
到
着
時
間
、
宿
泊
先
が
箇
条
書
き
に
さ
れ
て
い
る
。
四
月
一
九
日
に

近
江
八
幡
を
出
立
、
中
山
道
を
通
り
倉
賀
野
河
岸
（
現
群
馬
県
高
崎
市
）
か
ら
船
で

利
根
川
を
下
っ
た
後
、
日
光
街
道
へ
入
り
奥
州
街
道
を
経
て
五
月
五
日
に
仙
台
支
店

へ
到
着
し
て
い
る
。

　
道
中
で
は
駕
籠
や
馬
の
利
用
が
み
ら
れ
、
中
山
道
愛
知
川
宿
―
鳥
居
本
宿
、
醒
ヶ

井
宿
―
関
ヶ
原
宿
、
赤
坂
宿
―
美
江
寺
宿
、
御
嵩
宿
、
須
原
宿
―
福
島
宿
、
馬
籠
宿

―
三
留
野
間
で
駕
籠
に
乗
っ
て
い
た
。
馬
は
中
山
道
加
納
宿
、
大
久
手
宿
、
追
分
宿

―
軽
井
沢
宿
、
松
井
田
宿
―
安
中
宿
間
の
ほ
か
日
光
街
道
で
は
間
々
田
宿
―
小
金
井

宿
、
奥
州
街
道
氏
家
宿
―
喜
連
川
宿
、
狭
山
宿
―
大
田
原
宿
、
芦
野
宿
、
矢
吹
宿
―

須
賀
川
宿
、
本
宮
宿
―
八
丁
目
宿
、
越
河
宿
―
岩
沼
宿
間
で
も
利
用
が
み
ら
れ
た
。

　
ま
た
同
史
料
に
は
「
五
朔
申
甲

　
曇
晴
不
定

　
日
蝕
七
分
半
」
と
し
て
日
食
を
見

た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
た
。『
日
本
・
朝
鮮
・
中
国
―
日
食
月
食
宝
典
）
43
（

』
に
よ
れ
ば

明
治
五
年
五
月
一
日
（
新
暦
六
月
六
日
）
に
金
環
食
が
発
生
し
て
い
る
。
欠
け
始
め

は
一
三
時
前
後
、
食
分
は
〇
・
七
四
〜
七
七
で
あ
り
「
羈
旅
国
誌
」
の
記
述
と
も
ほ

ぼ
一
致
す
る
。
な
お
前
日
の
宿
泊
地
は
宇
都
宮
で
、
五
月
一
日
の
記
録
に
は
氏
家
、

喜
連
川
と
あ
る
こ
と
か
ら
奥
州
街
道
を
北
上
中
に
遭
遇
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
明
治
五
年
の
「
羈
旅
国
志
」
に
は
同
年
八
月
の
八
幡
登
り
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
、

当
主
谷
口
兵
左
衛
門
と
駒
吉
の
二
人
旅
で
あ
っ
た
。
八
月
一
六
日
に
仙
台
を
発
ち
奥

州
街
道
を
南
下
、
日
光
街
道
の
間
々
田
宿
を
過
ぎ
た
先
、
野
渡
河
岸
（
現
栃
木
県
下

都
賀
郡
野
木
町
）
か
ら
乗
船
し
て
い
る
。
思
川
か
ら
利
根
川
、
さ
ら
に
江
戸
川
を
下

り
、
八
月
二
十
四
日
に
は
「
今
朝
四
ツ
時
前
松
戸
金
町
ゟ
上
陸
い
た
す
」
と
し
て
水

戸
街
道
松
戸
宿
隣
接
の
河
岸
（
現
千
葉
県
松
戸
市
）
に
上
陸
し
て
い
る
。
同
日
東
京

の
「
木
伝
」
に
到
着
し
九
月
二
日
ま
で
滞
在
。
そ
の
後
は
中
山
道
を
通
り
一
四
日
に

帰
幡
し
て
い
る
。
な
お
東
京
の
逗
留
先
で
あ
る
「
木
伝
」
は
日
本
橋
田
所
町
の
木・

屋

伝・

次
郎
で
あ
）
44
（る

。

　
八
幡
登
り
で
は
奥
州
街
道
岩
沼
宿
―
大
河
原
宿
―
越
川
宿
、
本
宮
宿
―
群
山
宿
、

矢
吹
宿
―
白
川
宿
、
芦
野
宿
―
大
田
原
宿
、
佐
久
山
宿
―
喜
連
川
宿
間
。
中
山
道
で

は
鴻
巣
宿
―
熊
谷
宿
、
安
中
宿
―
坂
本
宿
、
軽
井
沢
宿
―
追
分
宿
、
長
久
保
宿
―
和

田
宿
―
餅
屋
、
福
島
宿
―
須
原
宿
間
で
馬
を
利
用
。
駕
籠
に
は
中
山
道
須
原
宿
―
馬

籠
宿
、
大
井
宿
―
大
久
手
宿
、
細
久
手
宿
―
御
嵩
宿
、
赤
坂
宿
―
関
ヶ
原
宿
間
で
乗

り
、
日
光
街
道
小
金
井
宿
―
小
山
宿
、
間
々
田
宿
―
野
渡
河
岸
、
中
山
道
浦
和
宿
―

桶
川
宿
、
本
庄
宿
―
新
町
宿
で
は
人
力
車
へ
乗
車
し
て
い
る
。
谷
口
家
の
明
治
五
年

の
仙
台
下
り
、
八
幡
登
り
で
は
馬
や
駕
籠
の
ほ
か
人
力
車
を
利
用
し
て
お
り
、
中
山

道
の
み
で
み
ら
れ
た
駕
籠
に
対
し
馬
は
中
山
道
、
日
光
街
道
、
奥
州
街
道
な
ど
で
利

用
が
み
ら
れ
た
。
ま
た
八
幡
登
り
で
は
中
山
道
浦
和
宿
―
桶
川
宿
間
で
は
人
力
車
、

鴻
巣
宿
―
熊
谷
宿
で
は
馬
を
利
用
し
、
さ
ら
に
本
庄
―
新
町
間
で
人
力
車
に
乗
る
な

ど
、
人
力
車
が
移
動
手
段
と
し
て
定
着
し
て
い
た
様
子
も
う
か
が
え
る
。

　
明
治
五
年
の
谷
口
家
の
仙
台
往
復
で
は
仙
台
下
り
は
お
よ
そ
一
八
日
、
八
幡
登
り

は
東
京
で
の
滞
在
期
間
を
ふ
く
め
約
一
ヶ
月
の
旅
で
あ
り
、
そ
の
宿
泊
先
を
ま
と
め

た
の
が
表
２
で
あ
る
。
市
田
家
と
共
通
し
て
み
ら
れ
た
旅
宿
は
中
山
道
醒
ヶ
井
宿
の

瓢
箪
屋
、
加
納
宿
杉
本
屋
、
御
嵩
宿
茶
屋
、
須
原
宿
柏
屋
、
奈
良
井
宿
徳
利
屋
、
望

月
宿
内
田
屋
、
坂
本
宿
山
仁
屋
で
あ
っ
た
。
な
お
坂
本
宿
に
つ
い
て
は
谷
口
家
の
記

録
で
は
「
山
与
」
と
あ
り
市
田
家
の
表
記
と
異
な
る
が
、
谷
口
家
の
慶
応
元
年
「
出

信
小
遣
帳
」
の
裏
紙
の
旅
記
録
に
は
「
坂
本

　
山
仁
屋
与
兵
衛
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

近
世
・
近
代
の
史
料
に
み
る
近
江
商
人
の
旅
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同
じ
旅
宿
と
み
な
し
た
。

　
市
田
清
兵
衛
家
、谷
口
家
の
旅
記
録
に
み
ら
れ
た
旅
宿
は
「
浪
花
講
）
45
（

」
や
「
東
講
」

な
ど
の
諸
講
に
名
前
が
み
ら
れ
た
ほ
か
、
表
１
の
東
海
道
湯
本
宿
の
福
住
九
蔵
、
神

原
宿
谷
屋
平
吉
、
浜
松
宿
大
米
屋
市
右
衛
門
や
表
２
の
安
中
宿
金
井
宗
助
、
東
京
田

所
町
の
木
屋
伝
次
郎
な
ど
は
日
野
商
人
の
定
宿
で
も
あ
っ
）
46
（た

。
な
お
安
中
宿
の
金
井

に
つ
い
て
は
『
諸
国
道
中
商
人
鑑
）
47
（

』
に
「
江
戸
京
大
阪
并
諸
国
　
信
州
松
本
上
田
善

光
寺
　
江
州
日
野
中
郡
八
幡
商
人
宿
」
と
し
て
日
野
商
人
や
八
幡
商
人
の
旅
宿
で
あ

る
こ
と
明
記
し
て
い
る
。

　
　
第
五
節
　
本
宅
―
支
店
間
の
行
程
と
旅
宿

　
柴
谷
家
を
は
じ
め
西
川
伝
衛
門
家
、
市
田
清
兵
衛
家
、
谷
口
兵
左
衛
門
家
の
記
録

か
ら
近
江
と
遠
方
の
支
店
間
の
旅
に
つ
い
て
、
そ
の
経
路
や
移
動
手
段
、
宿
泊
し
た

旅
宿
に
つ
い
て
み
て
き
た
。

　
ま
ず
蝦
夷
地
に
支
店
を
構
え
た
柴
谷
家
と
西
川
伝
右
衛
門
家
は
そ
れ
ぞ
れ
天
保
七

年
と
安
政
六
年
の
旅
記
録
か
ら
八
幡
下
り
の
行
程
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
両
家
と
も

松
前
か
ら
船
で
津
軽
半
島
に
渡
り
、
柴
谷
家
が
小
泊
か
ら
日
本
海
に
沿
っ
て
北
陸
街

道
を
南
下
、
善
光
寺
街
道
か
ら
中
山
道
に
入
り
帰
国
し
て
い
る
の
に
対
し
、
西
川
家

は
蓬
田
へ
到
着
後
奥
州
街
道
で
江
戸
を
目
指
し
、
同
地
で
七
日
ほ
ど
滞
在
し
た
後
に

東
海
道
を
南
下
、
垂
水
宿
か
ら
美
濃
街
道
へ
入
り
中
山
道
で
帰
幡
し
て
い
る
。

　
次
に
高
崎
に
支
店
を
構
え
た
市
田
清
兵
衛
家
で
は
明
治
三
年
の
喜
助
、
一
二
代
清

兵
衛
の
高
崎
下
り
、八
幡
登
り
と
も
に
中
山
道
を
通
っ
て
い
た
。仙
台
に
支
店
を
持
っ

た
谷
口
家
に
つ
い
て
も
明
治
五
年
の
仙
台
下
り
で
中
山
道
を
通
り
、
倉
賀
野
か
ら
川

船
を
利
用
し
て
日
光
街
道
に
入
っ
た
後
、
奥
州
街
道
で
仙
台
へ
向
か
っ
て
い
る
。
同

年
の
八
幡
登
り
に
つ
い
て
も
奥
州
街
道
、
日
光
街
道
を
通
り
、
野
渡
河
岸
か
ら
船
で

松
戸
へ
下
り
、
江
戸
か
ら
中
山
道
経
由
で
帰
幡
し
て
い
る
。

　
な
お
柴
谷
文
書
に
は
「
北
陸
道
中
記
」
や
「
東
海
道
行
程
并
渡
海
写
」
の
よ
う
に

諸
街
道
に
つ
い
て
記
し
た
史
料
が
の
こ
る
ほ
か
、
市
田
清
兵
衛
家
の
当
主
や
奉
公
人

の
移
動
を
記
録
し
た
明
治
一
二
年
の
「
交
代
録
」
や
「
支
配
人
員
交
代
録
　
市
田
本

店
備
本
」
で
は
横
浜
―
四
日
市
間
で
汽
船
を
利
用
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
路
で

近
江
と
支
店
間
を
行
き
来
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
道
中
で
は
移
動
手
段
と
し
て
駕
籠
や
馬
が
た
び
た
び
利
用
さ
れ
、
安
政
六
年
の
西

川
伝
右
衛
門
の
八
幡
下
り
で
は
奥
州
街
道
の
約
半
分
の
区
間
で
馬
を
使
っ
た
ほ
か
、

市
田
清
兵
衛
、
谷
口
兵
左
衛
門
の
旅
記
録
で
も
中
山
道
、
日
光
街
道
、
奥
州
街
道
の

諸
街
道
で
馬
の
利
用
が
み
ら
れ
た
。
ま
た
谷
口
家
の
明
治
五
年
の
仙
台
下
り
で
は
中

山
道
倉
賀
野
宿
か
ら
日
光
街
道
へ
の
移
動
に
船
で
利
根
川
を
下
り
、
同
年
の
八
幡
登

り
で
も
日
光
街
道
野
渡
河
岸
―
水
戸
街
道
松
戸
河
岸
間
で
船
を
利
用
し
て
い
た
。
明

治
に
入
っ
て
か
ら
は
市
田
家
の
「
旅
費
仕
訳
帳
」に
み
ら
れ
た
よ
う
に
馬
車
や
汽
車
、

人
力
車
な
ど
も
利
用
し
て
い
た
。

　
旅
宿
に
つ
い
て
は
安
政
六
年
に
九
代
西
川
伝
右
衛
門
が
お
こ
な
っ
た
八
幡
登
り

で
、
日
本
橋
馬
喰
町
の
苅
豆
屋
に
滞
在
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
同
宿
の
名

前
は
柴
谷
文
書
の
「
東
海
道
行
程
并
渡
海
写
」
に
も
み
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
西
川
伝

右
衛
門
家
、
柴
谷
家
と
も
に
利
用
し
た
旅
宿
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
市
田
清

兵
衛
や
谷
口
兵
左
衛
門
の
旅
記
録
に
は
宿
泊
先
や
旅
宿
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
お

り
、
近
世
に
興
っ
た
旅
宿
同
盟
「
浪
花
講
」
や
「
東
講
」
な
ど
諸
講
に
加
入
し
た
旅

宿
の
ほ
か
、
日
野
商
人
の
定
宿
に
も
泊
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
柴

谷
文
書
に
は
「
三
都
講
定
宿
判
取
帳
」
も
の
こ
さ
れ
て
お
り
、
柴
谷
家
で
は
「
三
都

講
」
に
加
入
し
、
鑑
札
を
持
っ
て
旅
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
谷
口
家
が
江
戸
滞

在
時
に
利
用
し
た
日
本
橋
田
所
町
の
木
屋
は
先
述
の
苅
豆
屋
と
と
も
に
同
地
区
に
お
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い
て
坪
数
の
多
い
旅
宿
と
さ
れ
、
柴
谷
家
、
西
川
伝
右
衛
門
家
、
谷
口
家
が
江
戸
で

中
〜
大
規
模
の
旅
宿
に
滞
在
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
　
第
二
章
　
旅
土
産
に
つ
い
て

　
旅
土
産
は
近
世
以
降
、
庶
民
の
間
で
旅
が
一
般
化
す
る
過
程
に
お
い
て
習
慣
化
し

た
も
の
で
、
そ
の
土
地
に
赴
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
と
と
も
に
、
草
鞋
銭
や
餞
別
の

返
礼
と
し
て
存
在
を
確
立
し
て
い
っ
た
。
土
産
品
は
長
旅
で
も
変
質
せ
ず
、
か
さ
張

ら
な
い
も
の
が
基
本
と
さ
れ
、
工
芸
品
や
薬
な
ど
が
好
ま
れ
た
と
さ
れ
）
48
（る
。

　
西
川
伝
右
衛
門
家
や
谷
口
兵
左
衛
門
家
に
は
、
旅
記
録
の
ほ
か
土
産
配
り
に
つ
い

て
も
史
料
が
の
こ
さ
れ
、
た
と
え
ば
西
川
家
の
嘉
永
二
年
「
松
前
初
下
り
餞
別
土
産

物
扣
」
で
は
配
り
先
や
品
物
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
）
49
（る
。

〈
史
料
３
〉

　
西
川
喜
六
殿
分

　
　
　
一
白
結
城
紬

　
　
一
反

　
　
　
一
き
せ
る

　
　
　
一
本

　
　
　
一
た
葉
古
入

　
　
一
ツ

　
　
　
〆
三
品

　
金
壱
両
位

　
第
二
章
で
は
こ
う
し
た
記
録
を
も
と
に
、
近
江
商
人
が
遠
方
の
支
店
か
ら
ど
の
よ

う
な
品
を
土
産
と
し
て
持
ち
帰
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
な
お
本
稿
で
は
土
産
品

の
特
定
が
目
的
で
あ
り
、
個
別
数
量
の
多
少
に
か
か
わ
ら
ず
、
品
物
を
一
点
と
数
え

て
い
る
。

　
　
第
一
節
　
西
川
伝
右
衛
門
家
の
旅
土
産

　
西
川
伝
右
衛
門
家
に
は
安
政
六
年
「
松
前
登
土
産
配
記
」
や
嘉
永
二
年
「
松
前
下

り
餞
別
土
産
物
扣
」、明
治
四
年
「
松
前
屋
初
下
り
餞
別
土
産
物
扣
」、明
治
九
年
「
貞

二
郎
弐
番
店
下
り
餞
別
到
来
記
」
な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ら
四
点
の
記
録
か
ら
点
数
の

多
い
土
産
品
を
ま
と
め
た
の
が
表
３
で
あ
る
。

　
嘉
永
二
年
「
松
前
下
り
餞
別
土
産
物
扣
」
は
の
ち
に
九
代
伝
右
衛
門
と
な
る
西
川

栄
蔵
の
初
下
り
記
録
で
、
嘉
永
二
年
八
月
一
七
日
に
出
立
、
同
年
一
〇
月
二
三
日
に

帰
幡
し
て
い
）
50
（る
。
餞
別
は
西
川
家
の
親
類
や
医
師
を
ふ
く
め
二
〇
人
、
出
立
後
に
は

七
人
か
ら
留
守
見
舞
も
届
け
ら
れ
て
い
る
。
土
産
の
配
り
先
は
親
類
や
檀
那
寺
、
町

中
の
組
頭
な
ど
六
七
人
で
、
こ
の
う
ち
二
三
名
が
餞
別
や
留
守
見
舞
の
贈
り
主
で

あ
っ
た
。

　
土
産
品
は
三
九
種
一
四
八
点
で
、
一
人
あ
た
り
一
〜
七
点
の
土
産
が
配
ら
れ

て
い
た
。
最
も
多
か
っ
た
土
産
は
た
ば
こ
入
れ
三
〇
点
、
次
い
で
棒
鱈
一
七

点
、
帆
立
貝
一
二
点
、
江
戸
の
役
者
を
描
い
た
江
戸
絵
九
点
で
あ
っ
た
。
棒
鱈
は

五
〇
〇
・
四
〇
〇
・
三
〇
〇
匁
と
目
方
も
記
さ
れ
、
別
家
や
出
入
方
を
中
心
に
木
綿
と

と
も
に
配
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
餞
別
の
贈
り
主
で
あ
る
親
類
に
は
、
た
ば
こ
入
れ
に

く
わ
え
結
城
紬
や
博
多
帯
な
ど
を
土
産
と
し
た
。
こ
の
ほ
か
の
土
産
に
は
浅
草
海
苔

や
蝦
夷
細
工
物
、
テ
ン
）
51
（キ

な
ど
が
あ
っ
た
。

　
続
い
て
安
政
六
年
、
九
代
伝
右
衛
門
の
松
前
往
復
記
録
に
合
綴
さ
れ
た
「
松
前
登

土
産
配
記
」
で
は
土
産
の
配
り
先
は
四
七
人
、
品
物
は
二
五
種
七
四
点
で
あ
っ
た
。

総
数
の
変
化
は
一
人
あ
た
り
の
土
産
数
の
減
少
に
よ
る
も
の
で
、
嘉
永
二
年
は
一
人

あ
た
り
最
大
七
点
で
あ
る
の
に
対
し
安
政
六
年
で
は
最
多
で
も
四
点
で
、
一
人
一
点

が
大
半
で
あ
っ
た
。
な
お
同
史
料
に
記
さ
れ
た
松
前
下
り
の
餞
別
や
留
守
見
舞
の
贈

り
主
は
四
九
人
で
、
二
三
人
に
土
産
が
配
ら
れ
て
い
る
。

近
世
・
近
代
の
史
料
に
み
る
近
江
商
人
の
旅
　

三
三



　
土
産
物
の
多
く
は
棒
鱈
で
四
七
人
中
三
〇
人
に
配
ら
れ
た
ほ
か
、
塩
引
き
や
帆
立

貝
と
い
っ
た
海
産
物
、
テ
ン
キ
や
手
拭
い
掛
）
52
（け

な
ど
の
工
芸
品
に
唐
太
）
53
（玉

、
蝦
夷
）
54
（錦

な
ど
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
樺
太
経
由
で
お
こ
な
っ
た
山
丹
交
易
の
品
も
み
ら
れ
た
。
嘉

永
二
年
の
記
録
と
同
様
、
親
族
を
中
心
に
棒
鱈
と
あ
わ
せ
て
小
紋
更
紗
や
結
城
紬
な

ど
も
配
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
別
家
中
に
配
ら
れ
た
「
キ
ヤ
マ
ン
盃
」
や
「
水
玉
面
燗

徳
利
」
は
先
述
の
安
政
六
年
「
道
中
諸
々
入
用
覚
帳
」
に
そ
の
購
入
記
録
が
の
こ
さ

れ
、
江
戸
滞
在
中
に
求
め
た
土
産
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
明
治
四
年
「
松
前
屋
初
下
り
餞
別
土
産
物
扣
」
と
明
治
九
年
「
貞
二
郎
弐
番
店
下

り
餞
別
到
来
記
」
は
一
〇
代
西
川
貞
二
郎
へ
の
餞
別
と
土
産
配
り
の
記
録
で
あ
る
。

前
者
は
明
治
四
年
五
月
六
日
に
松
前
へ
下
り
、
明
治
六
年
九
月
二
一
日
に
帰
国
、
後

者
は
松
前
下
り
、
八
幡
登
り
と
も
に
日
付
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　
初
下
り
の
土
産
は
五
九
人
に
配
ら
れ
、
品
種
は
二
九
種
一
一
四
点
。
餞
別
は
二
二

人
か
ら
贈
ら
れ
、
う
ち
一
三
人
に
土
産
を
配
っ
て
い
る
。
配
り
先
の
う
ち
四
六
人
は

土
産
が
一
〜
二
点
で
、
一
人
あ
た
り
の
最
多
は
五
点
で
あ
っ
た
。
棒
鱈
は
五
九
人
中

三
七
人
に
配
ら
れ
、
棒
鱈
一
点
の
み
で
あ
っ
た
の
は
一
六
人
、
そ
れ
以
外
は
蝦
夷
細

工
や
風
呂
敷
、
た
ば
こ
入
れ
な
ど
複
数
の
品
を
あ
わ
せ
て
配
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
記

録
で
は
筆
立
て
や
手
拭
い
掛
け
、
茶
碗
や
糸
巻
き
、
さ
じ
な
ど
多
彩
な
蝦
夷
細
工
が

特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
昆
布
料
や
真
綿
料
と
し
て
金
子
を
配
る
ほ
か
、
美

濃
紙
や
上
部
を
赤
く
染
め
た
天
紅
な
ど
紙
類
も
増
加
し
て
い
た
。
な
お
嘉
永
二
年
、

安
政
六
年
の
記
録
に
み
ら
れ
た
帆
立
貝
や
塩
引
き
は
み
ら
れ
ず
、
海
産
物
は
棒
鱈
と

鯡
の
身
欠
の
み
で
あ
っ
た
。

　
明
治
九
年
の
二
番
下
り
で
は
五
七
人
に
三
六
種
一
二
八
点
の
土
産
を
配
っ
て
い

た
。
餞
別
や
留
守
見
舞
の
贈
り
主
は
二
二
名
、
う
ち
土
産
を
配
っ
た
の
は
一
五
名
で

あ
っ
た
。
土
産
物
は
棒
鱈
を
は
じ
め
状
袋
や
た
ば
こ
入
れ
、
手
拭
い
や
巻
紙
な
ど
が

各
一
〇
点
以
上
み
ら
れ
、
全
体
に
占
め
る
棒
鱈
の
割
合
は
減
少
し
て
い
る
。
ま
た
海

苔
は
「
包
海
苔
」
や
「
瓶
詰
海
苔
」、「
小
瓶
海
苔
」
な
ど
と
書
き
分
け
ら
れ
て
い
た
。

瓶
詰
海
苔
が
ガ
ラ
ス
瓶
入
り
の
海
苔
を
指
す
の
か
、
あ
る
い
は
瓶
詰
の
佃
煮
で
あ
っ

た
か
は
不
明
だ
が
、
嘉
永
二
年
の
土
産
記
録
で
は
「
浅
草
苔（
マ
マ
）海」

と
し
て
い
た
こ
と

か
ら
、
瓶
詰
と
記
す
点
に
他
の
海
苔
と
区
別
す
る
意
識
が
う
か
が
え
）
55
（る
。

年度 嘉永2年10月 安政6年11月 明治6年9月 明治9年
人数 67人 47人 59人 57人
点数 148点 74点 114点 128点

品名

たばこ入れ 30 棒鱈 30 棒鱈 37 棒鱈 19
棒鱈 17 塩引き 6 金子 24 状袋 14
帆立貝 12 金子 5 蝦夷細工 14 海苔 14
江戸絵 9 江戸絵 3 わらび 6 巻紙 14
風呂敷 8 唐太玉 3 美濃紙 5 手拭い 12
真岡木綿 7 帆立貝 2 天紅半切 5 たばこ入れ 12
白やしま紬 6 テンキ 2 身欠 4 江戸絵 8
金子 5 唐木筆 2 たばこ入れ 4 風呂敷 7
手拭い 5 唐紙 2 手拭い 4 棒いお 3
きせる 4 燗徳利 2 風呂敷 3 中形 3

表３　西川伝右衛門家文書にみる松前土産

（注） 「西川伝右衛門家文書」1715 嘉永二年「松前初下り餞別土産物扣」、1720-4 安政
六年「松前登土産配記」、1761 明治四年「松前屋初下り餞別土産物扣」、1762 明
治九年「貞二郎弐番店下り餞別到来記」より作成。
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第
二
節
　
谷
口
家
の
旅
土
産

　
谷
口
家
の
土
産
記
録
は
文
化
七
年
の
「
寅
吉
初
下
初
登
諸
式
書
付
」、
文
政
九
年

「
土
産
物
払
之
覚
」、
明
治
一
一
年
「
延
治
郎
下
仙
餞
別
控
」
の
三
点
で
、
そ
れ
ぞ
れ

点
数
の
多
い
土
産
を
表
４
に
ま
と
め
て
い
る
。

　
文
化
七
年
「
寅
吉
初
下
初
登
諸
式
書
付
」
は
八
月
の
仙
台
初
下
り
の
餞
別
と
、
文

化
一
二
年
三
月
の
土
産
配
り
の
記
録
で
あ
）
56
（る
。
こ
の
史
料
で
は
個
人
に
土
産
を
配
る

ほ
か
、
具
体
的
な
件
数
は
不
明
だ
が
「
町
内
不
残
」
と
し
て
茶
碗
二
個
、
青
の
り
な

ど
が
配
ら
れ
て
い
る
。
配
り
先
は
四
一
、
土
産
品
は
一
八
種
九
五
点
で
あ
っ
た
。
餞

別
は
一
七
人
か
ら
贈
ら
れ
、
う
ち
九
人
に
土
産
を
配
っ
て
い
る
。
品
物
は
江
戸
絵
の

ほ
か
浅
草
海
苔
、
た
ば
こ
入
れ
、
茶
碗
な
ど
が
各
一
〇
点
ほ
ど
み
ら
れ
、
江
戸
絵
や

海
苔
に
つ
い
て
は
西
川
伝
右
衛
門
家
同
様
、
江
戸
で
の
滞
在
時
に
買
い
求
め
た
と
推

測
さ
れ
る
。

　
次
に
文
政
九
年
の
「
土
産
物
払
之
覚
」
は
表
書
に
「
文
政
九
戌
二
月
土
産
物
控
」

と
あ
る
の
み
で
、
旅
行
者
や
旅
先
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
土
産
は
一
九
人
に
対
し

一
四
種
三
三
点
が
配
ら
れ
て
お
り
、
品
物
は
真
綿
や
海
苔
、
き
ん
こ
、
梳
櫛
な
ど
が

み
ら
れ
た
。
こ
の
う
ち
き
ん
こ
は
陸
奥
国
金
華
山
近
海
の
海
鼠
を
「
金キ

ン

コ
海
鼠
」
と
呼

ぶ
こ
と
か
ら
、
旅
先
は
仙
台
方
面
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
明
治
一
一
年
の
「
延
治
郎
下
仙
餞
別
控
」
は
同
年
一
〇
月
に
仙
台
支
店
へ
下
っ
た

谷
口
延
治
郎
へ
の
餞
別
と
、翌
年
四
月
に
帰
国
し
た
際
の
土
産
配
り
の
記
録
で
あ
る
。

延
治
郎
は
明
治
一
一
年
二
月
に
二
四
歳
で
谷
口
家
の
養
子
と
な
っ
た
人
物
で
、
生
家

は
蒲
生
郡
本
郷
村
、
永
福
孫
兵
衛
の
二
男
で
あ
っ
）
57
（た
。
一
〇
月
の
初
下
り
に
際
し
て

は
養
子
の
仲
人
の
ほ
か
親
類
や
実
父
な
ど
一
二
名
か
ら
餞
別
を
受
け
、
帰
国
時
に
は

餞
別
の
贈
り
主
す
べ
て
と
、
養
子
入
り
の
際
の
同
伴
者
を
く
わ
え
た
二
〇
名
に
土
産

を
配
っ
て
い
る
。
土
産
物
は
七
種
二
三
点
で
主
な
品
物
は
真
綿
や
風
呂
敷
な
ど
で

あ
っ
た
。

　
西
川
伝
右
衛
門
家
や
谷
口
兵
左
衛
門
家
の
史
料
で
は
、
餞
別
の
控
え
と
土
産
配
り

の
記
録
を
一
つ
の
帳
面
に
ま
と
め
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
餞
別
と
土
産
を
関
連
づ
け

る
意
識
が
う
か
が
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
明
治
一
一
年
の
「
延
治
郎
下
仙
餞
別
控
」

を
の
ぞ
き
餞
別
の
贈
り
手
に
土
産
を
配
る
の
は
半
数
以
下
で
あ
り
、
か
な
ら
ず
し
も

餞
別
の
返
礼
と
し
て
土
産
を
認
識
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
。

　
西
川
伝
右
衛
門
家
で
は
棒
鱈
が
す
べ
て
の
記
録
に
み
ら
れ
た
ほ
か
、
蝦
夷
細
工
も

土
産
に
し
て
お
り
、
文
化
文
政
期
に
蝦
夷
趣
味
と
し
て
好
ま
れ
た
品
々
が
明
治
に

年度 文化12年3月 文政9年2月 明治12年4月
人数 41人 19人 20人
点数 95点 33点 23点

品名

江戸絵 17 真綿 8 真綿 8
浅草海苔 12 海苔 6 風呂敷 7
たばこ入れ 12 きんこ 4 手拭い 4
茶碗 12 梳櫛 3 海苔 1
筆 8 はし 3 小倉縞 1
風呂敷 7 紙たばこ入れ 1 麻裏 1
きせる 4 きせる 1 埋木盆 1
杉原紙 4 江戸本 1
天塩 4 釜しき 1

表４　谷口家文書にみる旅土産

（注） 「谷口家文書」祝儀13 文化7年「寅吉初下初登諸式書付」、祝儀95 文政
9年「土産物払之覚」、雇用2 明治11年「延治郎下仙餞別控」より作成。
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入
っ
て
も
人
気
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
明
治
期
に
は
昆
布
料
や
足
袋

料
と
い
っ
た
金
銭
、
状
袋
や
巻
紙
な
ど
の
増
加
傾
向
に
あ
っ
た
。
ま
た
安
政
六
年
の

「
道
中
諸
入
用
覚
帳
」
に
よ
り
、
江
戸
で
の
滞
在
時
に
ガ
ラ
ス
の
盃
な
ど
を
買
い
求

め
た
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　
ま
た
谷
口
家
の
土
産
配
り
の
記
録
か
ら
は
、
仙
台
近
辺
の
土
産
と
し
て
文
政
九
年

の
「
土
産
物
払
之
覚
」
に
記
さ
れ
た
き
ん
こ
（
金
海
鼠
）
の
み
が
確
認
で
き
た
。
こ

の
ほ
か
江
戸
絵
や
江
戸
本
、
浅
草
海
苔
な
ど
は
江
戸
滞
在
時
に
購
入
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
が
、
そ
れ
以
外
の
品
物
に
つ
い
て
は
産
地
を
特
定
で
き
ず
、
共
通
し
た
品
も
皆

無
で
あ
っ
た
。

　
棒
鱈
の
よ
う
に
支
店
を
置
い
た
地
域
の
産
物
を
土
産
と
し
た
西
川
伝
右
衛
門
家
に

対
し
、
谷
口
家
は
数
点
の
江
戸
土
産
を
除
き
産
地
を
特
定
で
き
る
土
産
は
み
ら
れ
な

か
っ
た
。
土
産
品
に
多
く
み
ら
れ
た
風
呂
敷
や
真
綿
、
江
戸
絵
や
海
苔
な
ど
は
い
ず

れ
も
軽
く
薄
い
も
の
で
、
長
旅
で
の
持
ち
運
び
に
重
点
を
置
い
た
土
産
品
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。な
お
西
川
伝
右
衛
門
家
で
も
風
呂
敷
な
ど
軽
量
な
品
物
は
み
ら
れ
、

明
治
期
に
は
紙
類
と
あ
わ
せ
て
そ
の
割
合
も
増
加
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
主
と
な
る
土

産
は
棒
鱈
で
あ
り
、
西
川
家
の
土
産
の
定
番
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

む
す
び
に
か
え
て

　
本
稿
で
は
近
江
商
人
の
商
家
文
書
か
ら
、
近
江
と
支
店
間
の
旅
に
つ
い
て
、
行
程

や
移
動
手
段
な
ど
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
蝦
夷
地
に
店
を
構
え
た
柴
谷
家
、
西
川
伝
右
衛
門
家
の
旅
記
録
か
ら
は
、
蝦
夷
地

―
近
江
間
の
経
路
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
た
。
松
前
か
ら
船
で
津
軽
半
島
に
渡
っ
た

後
、
柴
谷
文
次
郎
が
日
本
海
沿
岸
の
街
道
を
通
る
の
に
対
し
、
九
代
西
川
伝
右
衛
門

は
奥
州
街
道
か
ら
江
戸
を
経
由
し
東
海
道
で
帰
幡
し
て
お
り
、
ふ
た
つ
の
経
路
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
九
代
西
川
伝
右
衛
門
が
江
戸
で
逗
留
し
た
日
本
橋
の
苅
豆
屋

は
柴
谷
文
書
「
東
海
道
行
程
并
渡
海
写
」
に
も
そ
の
名
前
が
見
ら
れ
、
西
川
家
、
柴

谷
家
と
も
に
利
用
し
た
旅
宿
と
い
え
よ
う
。

　
一
方
、
高
崎
に
支
店
の
あ
っ
た
市
田
清
兵
衛
家
の
記
録
で
は
高
崎
下
り
、
八
幡
登

り
と
も
に
中
山
道
を
通
っ
て
お
り
、
仙
台
支
店
を
持
っ
た
谷
口
兵
左
衛
門
家
に
つ
い

て
も
中
山
道
を
利
用
し
て
い
た
。
市
田
清
兵
衛
家
文
書
の
「
交
代
録
」
や
柴
谷
文
書

の
「
北
陸
道
中
記
」
か
ら
は
、
各
家
が
さ
ま
ざ
ま
な
経
路
で
近
江
と
支
店
間
を
旅
し

て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
経
路
選
択
の
決
定
者
な
ど
に
つ
い
て
は
史
料

か
ら
う
か
が
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　
移
動
手
段
と
し
て
は
馬
や
駕
籠
の
利
用
が
た
び
た
び
み
ら
れ
た
ほ
か
、
谷
口
家
で

は
中
山
道
倉
賀
野
宿
か
ら
日
光
街
道
へ
入
る
た
め
に
利
根
川
を
船
で
下
る
な
ど
、
川

船
の
利
用
も
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
市
田
家
の
明
治
期
の
史
料
に
は
「
人
力
」
と
し
て

人
力
車
の
利
用
が
み
ら
れ
た
ほ
か
、
明
治
一
一
年
に
一
二
代
市
田
清
兵
衛
が
お
こ

な
っ
た
八
幡
登
り
で
は
、
馬
車
や
汽
車
な
ど
新
た
に
興
っ
た
乗
り
物
を
移
動
手
段
と

し
た
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　
さ
ら
に
旅
か
ら
帰
っ
た
商
人
た
ち
が
親
類
や
近
隣
に
配
っ
た
旅
土
産
で
は
、
西
川

伝
右
衛
門
家
が
蝦
夷
地
の
産
物
で
あ
る
棒
鱈
を
中
心
と
し
た
の
に
対
し
、
谷
口
家
で

は
支
店
を
置
い
た
仙
台
近
辺
の
産
物
は
少
な
く
、
巻
紙
や
風
呂
敷
な
ど
軽
く
持
ち
運

び
の
し
や
す
い
も
の
が
多
く
み
ら
れ
各
家
ご
と
の
特
徴
も
あ
ら
わ
れ
た
。
こ
う
し
た

旅
土
産
は
餞
別
の
贈
り
主
に
配
る
ほ
か
、
別
家
や
檀
那
寺
、
時
に
は
町
内
中
に
配
る

こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
近
江
商
人
の
旅
を
知
る
に
あ
た
り
、
本
稿
で
は
近
江
―
支
店
間
の
経
路
や
宿
場
な

ど
に
焦
点
を
置
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
実
態
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
宿
泊

費
や
道
中
で
の
人
馬
駄
賃
、
さ
ら
に
一
回
の
旅
に
か
か
っ
た
費
用
の
総
額
な
ど
金
銭

滋
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大
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経
済
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部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要

　
第
五
十
号

三
六



面
で
の
分
析
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

注（
１
）
江
頭
恒
治
『
近
江
商
人
中
井
家
の
研
究
』
雄
山
閣
、
一
九
六
五
年

（
２
）
上
村
雅
洋
『
近
江
商
人
の
経
営
史
』
清
文
堂
、
二
〇
〇
〇
年

（
３
）
本
稿
で
用
い
た
「
西
川
伝
右
衛
門
家
文
書
」、「
市
田
清
兵
衛
家
文
書
」、「
谷
口
家
文
書
」、

「
柴
谷
文
書
」
は
滋
賀
大
学
附
属
史
料
館
の
所
蔵
で
あ
る
。

（
４
）
両
浜
組
に
つ
い
て
は
『
近
江
商
人
の
経
営
史
』（
前
掲
）
に
呼
称
の
経
緯
や
御
用
金
の
割

合
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
５
）「
柴
田
文
書
」
備
忘
録
七

（
６
）
同
右
、
備
忘
録
三
。
表
紙
に
は
「
明
治
十
年
北
陸
道
中
記
丑
三
月
吉
日
写
之
」
と
あ
る
。

（
７
）
同
右
、
備
忘
録
四
。
表
紙
に
は
「
明
治
十
一
年
東
海
道
行
程
并
渡
海
寅
四
月
吉
日
写
之
」

と
あ
る
。

（
８
）
北
陸
街
道
は
機
内
か
ら
越
後
ま
で
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
北
上
し
て
羽
州
鼠
ヶ
関
（
現
山

形
県
）
ま
で
の
街
道
を
指
し
、
鼠
ヶ
関
以
北
は
羽
州
浜
街
道
な
ど
と
呼
ば
れ
る
が
、
本
稿

で
は
史
料
表
記
に
基
づ
き
便
宜
上
北
陸
街
道
と
呼
ぶ
。

（
９
）
こ
の
二
点
に
つ
い
て
は
底
本
と
し
た
史
料
は
文
書
中
に
み
ら
れ
ず
、
宿
場
名
や
距
離
な

ど
を
近
世
以
降
流
通
し
た
「
道
中
記
」
を
参
考
に
し
た
も
の
か
、
柴
谷
家
当
主
が
旅
中
で

書
き
記
し
た
も
の
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
10
）「
柴
田
文
書
」
交
通
一

（
11
）
同
右
、
交
通
二

（
12
）
今
井
金
吾
監
修
『
道
中
記
集
成 

第
四
四
巻
』
大
空
社
、
一
九
九
七
年

（
13
）
今
井
金
吾
監
修
『
道
中
記
集
成 

第
四
二
巻
』
大
空
社
、
一
九
九
七
年

（
14
）「
西
川
伝
右
衛
門
家
文
書
」
一
七
二
〇
―
三

（
15
）
同
右
、
一
七
二
〇
―
一

（
16
）
同
右
、
一
七
二
〇
―
二

（
17
）
同
右
、
一
七
二
〇
―
四

（
18
）
同
右
、
一
七
一
五

（
19
）
同
右
、
一
七
六
一

（
20
）
同
右
、
一
七
六
二

（
21
）「
市
田
清
兵
衛
家
文
書
」
商
業
二
四

（
22
）
同
右
、
家
一
〇
九

（
23
）
同
右
、
商
業
四
三

（
24
）
市
田
清
兵
衛
家
文
書
に
は
歴
代
の
当
主
が
記
し
た
「
日
記
」
が
あ
り
、
九
代
清
兵
衛
直

微
か
ら
一
三
代
直
豪
、一
五
代
直
基
ま
で
史
料
の
多
少
は
あ
る
が
、文
化
元
年（
一
八
〇
四
）

か
ら
明
治
三
九
年
（
一
九
〇
六
）
ま
で
お
よ
そ
百
年
間
の
記
録
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
。
本

稿
で
使
用
し
た
明
治
三
年
の
日
記
は
「
市
田
直
方
」
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
が
、『
近
江

商
人
の
経
営
史
』「
表
二
八
　
市
田
家
の
歴
代
当
主
」（
二
〇
六
頁
）
に
よ
り
一
二
代
清
兵

衛
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

（
25
）「
市
田
清
兵
衛
家
文
書
」
商
業
四

（
26
）
前
掲
『
近
江
商
人
の
経
営
史
』
で
は
「
交
代
録
」
や
雇
人
請
証
書
を
用
い
て
市
田
家
の

奉
公
人
に
つ
い
て
初
登
り
の
年
度
や
若
衆
昇
格
ま
で
の
期
間
、
解
雇
年
月
日
な
ど
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。

（
27
）
前
掲
『
近
江
商
人
の
経
営
史
』
二
八
八
頁

（
28
）「
谷
口
家
文
書
」
覚
書
一
〇

（
29
）
同
右
、
覚
書
一
二
。
史
料
に
は
「
明
治
一
七
年
九
月
廿
九
日
午
前
九
時
三
十
分
頃
店
出

立
兵
左
衛
門
駅
ニ
向
通
之
奥
岩
谷
堂
ニ
出
掛
方
取
集
ト
発
届
致
候
事
」
と
あ
り
、
掛
け
金

の
記
録
と
み
ら
れ
る
が
本
稿
で
は
使
用
し
て
い
な
い
。

（
30
）
同
右
、
覚
書
七

（
31
）
同
右
、
祝
儀
一
三

（
32
）
同
右
、
祝
儀
九
五

（
33
）
同
右
、
雇
用
二

（
34
）「
西
川
伝
右
衛
門
家
文
書
」
一
七
二
〇
―
二
「
松
前
下
向
餞
別
之
帳
」

（
35
）
同
右
、
二
三
六
四
―
二
六
、六
月
二
〇
日
（
近
世
）「〔
書
状
〕（
栄
蔵
様
無
難
当
着
、
丑

年
勘
定
帳
当
年
仕
入
目
録
為
替
金
手
形
六
通
受
取
、
箱
館
江
渡
来
之
ア
メ
リ
カ
舟
出
帆
の

件
、
御
公
役
衆
中
北
蝦
夷
地
見
分
済
シ
ヤ
リ
越
風
聞
の
件
、
兵
庫
に
て
鰊
商
ひ
の
件
）」

（
36
）
苅
豆
屋
茂
右
衛
門
は
『
東
京
百
事
便 

第
三
編
』（
復
刻
版
、フ
ジ
ミ
書
房
、一
九
九
九
年
）

の
旅
人
宿
、日
本
橋
区
の
項
に「
苅
豆
屋（
馬
喰
町
一
丁
目
十
二
番
地
堀
内
茂
右
衛
門
）（
客

近
世
・
近
代
の
史
料
に
み
る
近
江
商
人
の
旅
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室
九
十
坪
餘
）
諸
国
商
人
の
品
物
仕
入
の
為
め
出
京
す
る
者
の
投
宿
多
し
」
と
あ
る
。
同

書
の
日
本
橋
区
に
は
一
三
四
軒
の
旅
宿
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
一
〇
〜
五
〇
坪
の
旅
宿
が

大
半
を
占
め
、
苅
豆
屋
の
よ
う
に
九
〇
坪
以
上
の
宿
は
わ
ず
か
六
軒
で
あ
っ
た
。

　
　
ま
た
同
宿
で
は
江
戸
見
物
の
チ
ラ
シ
「
従
馬
喰
町
江
都
見
物
名
所
方
角
略
絵
図
」（
江
戸

東
京
博
物
館
総
合
案
内
に
掲
載
）
を
配
る
ほ
か
、「
新
板
諸
国
道
中
旅
鏡
」（
今
井
金
吾
監

修
『
道
中
記
集
成 
第
二
九
巻
』
大
空
社
、
一
九
九
七
年
）
で
は
、「
諸
国
売
払
所
」
と
し

て
江
戸
旅
宿
八
軒
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
。ま
た
苅
豆
屋
は
天
保
元
年
に
大
阪
日
本
橋
・

河
内
屋
庄
右
衛
門
を
講
元
と
し
て
興
っ
た
「
三
都
講
」
の
世
話
人
で
も
あ
っ
た
（
前
掲
『
道

中
記
集
成 

第
四
三
巻
』）。

（
37
）
竹
内
誠
「
観
光
都
市
・
江
戸
の
一
考
察
」（「
立
正
大
学
人
文
科
学
研
究
所
年
報
　
四
三
」

立
正
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
〇
〇
六
年
）
で
は
、
奥
州
か
ら
伊
勢
参
宮
を
す
る
庶
民

の
旅
で
も
江
戸
で
滞
在
す
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
見
物
に
あ
た
っ
て
は
旅
宿
が
案
内
人
を

紹
介
し
た
と
さ
れ
る
。

（
38
）
服
部
英
雄
『
峠
の
歴
史
学
―
古
道
を
た
ず
ね
て
―
』
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
七
年

（
39
）
明
治
一
二
年
「
交
代
録
」、
明
治
二
一
年
「
支
店
人
員
交
代
録
」
に
よ
る
と
弥
兵
衛
（
田

中
傳
兵
衛
）
は
文
久
三
年
か
ら
明
治
八
年
ま
で
支
配
役
を
続
け
て
い
た
が
、
明
治
一
一
年

三
月
に
「
本
人
出
勤
中
不
都
合
在
之
當
三
月
限
出
勤
差
止
メ
事
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
40
）
福
田
栄
造
『
懐
中
東
京
案
内
』
同
盟
社
、
一
八
七
八
年

（
41
）
藤
原
宏
『
明
治
の
郵
便
・
馬
車
鉄
道
』
雄
松
堂
出
版
、
一
九
八
七
年

（
42
）「
市
田
清
兵
衛
家
文
書
」
商
業
六

（
43
）
渡
邊
俊
夫
『
日
本
・
朝
鮮
・
中
国
―
日
食
月
食
宝
典
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
四
年

（
44
）
前
掲
『
東
京
百
事
便 

第
三
編
』
に
は
「
木
屋
（
田
所
町
十
六
番
地
西
尾
傳
次
郎
）（
客

室
六
十
九
坪
）
諸
国
の
旅
人
多
し
」
と
あ
る
。

（
45
）
今
井
金
吾
監
修
『
道
中
記
集
成
　
第
四
四
巻
』
大
空
社
、
一
九
九
七
年

（
46
）
日
野
滋
賀
県
日
野
町
教
育
会
編
『
近
江
日
野
町
志 

巻
中
』（
復
刻
版
、
臨
川
書
店
、

一
九
八
六
年
）
の
「
明
和
七
年
改
日
野
商
人
仲
間
中
仙
道
東
海
道
宿
々
定
宿
合
印
扣
帳
」

（
三
九
六
頁
）、「
日
野
商
人
定
宿
定
宿（
明
治
八
年
乙
亥
改
正
合
符
）仲
間
大
当
番
」（
四
〇
七

頁
）
を
参
照
。

　
　
な
お
一
二
代
市
田
清
兵
衛
が
明
治
三
年
の
高
崎
下
り
の
折
、
御
嵩
宿
で
起
こ
っ
た
日
野
商

人
と
侍
と
の
ト
ラ
ブ
ル
で
あ
る
が
、
日
野
商
人
と
同
宿
し
た
と
い
う
記
述
は
み
ら
れ
ず
、

「
日
野
商
人
定
宿
」
で
も
御
嵩
宿
は
「
西
ノ
銭
屋
」
で
あ
る
た
め
茶
屋
で
出
来
事
を
伝
え

聞
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

（
47
）
今
井
金
吾
監
修
『
道
中
記
集
成
　
第
三
八
巻
』
大
空
社
、
一
九
九
七
年

（
48
）
神
埼
宣
武
『
お
み
や
げ 

―
贈
答
と
旅
の
日
本
文
化
―
』
青
弓
社
、
一
九
九
七
年

（
49
）「
西
川
伝
右
衛
門
家
文
書
」
一
七
一
五

（
50
）
同
右
、
一
七
一
六
、
嘉
永
二
年
「
元
服
到
来
物
」。
西
川
栄
蔵
は
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）

一
二
月
生
ま
れ
。
嘉
永
二
年
の
初
下
り
時
は
一
六
歳
で
、
同
年
二
月
に
元
服
し
た
ば
か
り

で
あ
っ
た
。

（
51
）
テ
ン
キ
は
ハ
マ
ニ
ン
ニ
ク
を
指
す
ほ
か
、
そ
の
草
を
使
っ
て
編
ん
だ
籠
な
ど
の
容
器
を

さ
す
。

　
　
荒
山
知
恵
「
ハ
マ
ニ
ン
ニ
ク
製
の
容
器
「
テ
ン
キ
」　
―
テ
ー
マ
展
「
ア
イ
ヌ
の
工
芸
テ

ン
キ
」
お
よ
び
関
連
事
業
か
ら
の
報
告
―
」（
い
し
か
り
砂
丘
の
風
資
料
館
編
『
い
し
か

り
砂
丘
の
風
資
料
館
紀
要
』
第
三
巻
、
二
〇
一
三
年
）

（
52
）
大
塚
和
義
「〈
資
料
と
情
報
〉 

和
人
を
魅
了
し
た
蝦
夷
細
工 

：
手
拭
い
掛
け
を
例
に
し
て
」

（
国
立
民
族
学
博
物
館
、『
民
博
通
信
』、
八
四
号
、
一
九
九
九
年
）
に
よ
る
と
、
天
明
か

ら
文
化
・
文
政
の
時
期
に
は
一
種
の
蝦
夷
趣
味
が
盛
ん
で
、
ア
イ
ヌ
の
彫
刻
が
施
さ
れ
た

手
拭
い
掛
け
も
「
蝦
夷
土
産
」
と
し
て
好
ま
れ
た
。
持
ち
運
び
に
便
利
な
よ
う
に
組
み
立

て
式
で
、
箱
に
収
納
で
き
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。

（
53
）
唐
太
玉
は
青
い
ガ
ラ
ス
玉
の
こ
と
で
青
玉
、
虫
の
巣
と
も
呼
ば
れ
た
。
ア
イ
ヌ
の
首
飾

り
（
タ
マ
サ
イ
）
に
用
い
ら
れ
た
ほ
か
、
蝦
夷
切
の
紙
入
れ
に
青
玉
の
風
鎮
を
使
っ
た
も

の
は
江
戸
な
ど
で
も
評
判
だ
っ
た
と
さ
れ
る
。

　
　
佐
々
木
史
郎
「
ア
ム
ー
ル
川
下
流
域
諸
民
族
の
社
会
・
文
化
に
お
け
る
清
朝
支
配
の
影
響

に
つ
い
て
」（『
国
立
民
族
学
博
物
館
研
究
報
告
一
四
（
三
）』、
一
九
九
〇
年
）。

（
54
）
蝦
夷
錦
は
中
国
製
の
絹
の
こ
と
で
、
山
丹
交
易
に
よ
り
大
陸
か
ら
樺
太
を
経
て
蝦
夷
地

へ
も
た
ら
さ
れ
、
さ
ら
に
松
前
か
ら
北
前
船
で
江
戸
や
大
坂
に
運
ば
れ
た
織
物
で
あ
る
。

な
お
滋
賀
県
日
野
で
は
祭
り
で
用
い
る
曳
山
に
蝦
夷
錦
を
飾
る
も
の
が
あ
る
。

　
　
日
野
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
近
江
日
野
の
歴
史
　
第
五
巻
　
文
化
財
編
』
滋
賀
県
日
野

町
、
二
〇
〇
七
年

滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要
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（
55
）
海
苔
の
保
存
に
初
め
て
ガ
ラ
ス
瓶
を
用
い
た
の
は
弘
化
年
間
、
品
川
近
く
の
大
森
の
海

苔
商
と
さ
れ
、
明
治
初
年
に
は
江
戸
の
一
部
の
海
苔
商
の
間
も
用
い
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。

　
　
宮
下
章
『
も
の
と
人
間
の
文
化
史
一
一
一
　
海
苔
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
三
年

（
56
）
旅
を
し
た
寅
吉
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
同
史
料
に
は
「
四
月
八
日
九
日
元
服
振
舞
」

と
し
て
元
服
の
記
録
が
あ
り
、「
町
内
御
客
様
」
と
し
て
御
年
寄
な
ど
を
招
い
て
盛
大
に

お
こ
な
っ
て
お
り
、
谷
口
家
の
後
継
者
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

（
57
）「
谷
口
家
文
書
」
家
六
、
明
治
一
一
年
「
延
治
良
養
子
引
取
候
節
諸
用
記
」

 

﹇
付
記
﹈
本
稿
は
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
た
ね
や
近
江
文
庫
」
と
の
平
成
二
八
年
度
共
同
研
究
「
近
江

商
人
の
文
書
に
み
る
旅
の
研
究
」
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

近
世
・
近
代
の
史
料
に
み
る
近
江
商
人
の
旅
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